
はじめに

　食料の安全保障は，いわゆる現代のグローバ
ル化が生み出した概念の 1 つである．食料に関
わる恒久的な国際組織については，すでに第二
次世界大戦中から議論され，1945 年に国連の
専門機関 と し て 国連食糧農業機関（FAO）が
設立されていたものの，FAO として加盟国首
脳間で問題が共有され，具体的に食料安全保障
のプログラムが設定されたのは，冷戦終了以降
のことである1）．この背景には冷戦後の世界秩
序の変化とパラダイム・シフトがあり，国連開
発計画（UNDP）が，1990 年代 に 安全 を 保障
する対象を国家から人間へと拡大させるべきだ
と主張したのに伴って，FAO も食料安全保障

（Food Security）という概念を確立させてきた 
（UNDP, 1993）．FAO は，食料安全保障を「全
ての人が，常に活動的 ･ 健康的生活を営むため
に必要となる，必要十分で安全で栄養価に富み
且つ食物の嗜好を満たす食料を得るための物理
的，社会的，及び経済的アクセスが出来るこ
と」と定義している．そもそも安全保障とは，
国際関係論で一定の理解を得ている A.　ウォ
ルファーズの定義にしたがえば，「獲得した価
値への脅威が存在しないこと」，「獲得した価

値が攻撃されるという脅威の存在しないこと」
を言い（Wolfers, 1962），食料安全保障は元来，
食料供給構造への脅威を減らすことを意味し
た2）．96 年の世界食料サミットでとりまとめら
れた「世界食料安全保障のためのローマ宣言」
においても，食料需給の充足を図ることが一義
とされている3）．
　しかし近年，食品の毒性や家畜の感染症等の
問題が頻繁におこるようになり，それが食料供
給や物流を阻むことを実際に経験することに
よって，食品の安全性の問題も食料安全保障の
重要な分野の 1 つであるという認識がされてき
ている （大賀， 2010）．すなわち，食の安全を
阻害する問題は，食料の供給構造への脅威，か
つ人間が安全に生活することへの脅威であると
して，まさに食料に関わる安全保障の対象範囲
と位置づけられてきた4）．近年，食料供給構造
を念頭に置いた量の確保と食の安全性という質

　　　　　　　　　
1）1994 年に食料安全保障プログラム（SPFS: 

Special Programme for Food Security）が 開始 さ
れ，1996 年に第 1 回世界食料サミットをローマで
開催した．

　　　　　　　　　
2）食料安全保障 と い う 概念 は，1970 年代半

ばに世界的な食料危機の傾向が強まる状況におい
て，1974 年に開かれた世界食料会議（World Food 
Conference）で食料供給の量的確保と安定性が議
論される中で出てきたものとされる．http://www.
fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e06.htm （2013
年 8 月 12 日確認）

3）‘Rome Declaration on World Food Security’ 
http://www.fao.org/wfs/index_en.htm （2013 年 8
月 12 日確認）

4）安全保障が相互主観的な構成概念であると
いう社会構成主義的議論に基づけば，安全保障の
対象範囲が現実の中で変化していくことは，既に
周知のとおりである．
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の確保の問題がともに重要な争点として問われ
てきているのに伴い，本稿で言う食料安全保障
とはその 2 つの点を盛り込んだものとして取り
扱う．
　食料の安全保障に対する国際的な取り組みは
冷戦後になってようやく活発化するようになっ
たとはいえ，食料供給に関しては，第二次世界
大戦以前からの課題であったし，食の安全性
も，国家単位では昔から注目されてきた問題で
ある．日本でも戦後，チクロ国賠訴訟やカネミ
油症事件，近年では O─157 や BSE 問題等に直
面し，平成に入って他の先進国を参考にしなが
ら食品安全行政を構築してきた5）．
　国際的には，1962 年，FAO および世界保健
機関（WHO）にコーデックス委員会（国際食
品規格委員会 Codex Alimentarius Committee）
が，1995 年に WTO が創設される際に SPS 協
定（衛生植物検疫措置の適用に関する協定）が
設けられ，食品の安全性に関する国際協調の枠
組み自体はできあがっていた．但し，食料の供
給網が国際化する中で，食料安全保障の問題は
複雑化するようになる．コーデックス委員会
や SPS 協定等の存在にもかかわらず，国際通
商との関係で議論を呼ぶ問題は枚挙にいとまが
ない．特に，先進国，新興国，途上国の混在す
るアジアでは，東アジアもしくはアジア太平洋
という枠組みでの食料安全保障レジーム形成
が近年の重要な課題の 1 つとされてきた6）．ア
ジア太平洋地域での食料安全保障レジームと
して包括的な協定や組織とまでは言えないも
のの，2010 年 10 月に初めて開催された APEC
食料安全保障担当大臣会合以降，食料の量的確
保と質の安全性が継続的に取り上げられるよ
うになってきた．これは，2007 年から 2008 年

にかけての食料価格急騰と，食品の安全性を問
う動きが拡大していたことが大きく関係してい
る．特に食料価格高騰については，世界人口の
増加や新興国の食料需要増加に加え，異常気
象，投機，バイオエタノール用の需要の急増の
ために穀物価格が急上昇したことが特に指摘で
きよう．2007 年 4 月に国連や世界銀行といっ
た 27 の国際機関の首脳たちがスイスのベルン
で食糧危機の対策を協議し，各国際機関が資金
拠出を開始するとともに，2008 年 6 月にロー
マで各国首脳による食料サミットを開催するこ
とになった．食料価格高騰への対策へはアジア
太平洋地域も関わらざるをえず，アメリカや日
本が緊急食料援助にのりだし，アジア開発銀行
も穀物価格の上昇で財政難に陥った国に対し 5
億ドルの緊急支援を実施するという事態に至っ
た （農林環境調査室，2008）．第 1 回 APEC 食
料安全保障担当大臣会議で出された新潟宣言で
は，1996 年の世界食料サミット以来踏襲され
てきた，供給可能性，入手可能性，栄養性，安
定性という食料安全保障で国際的に合意され
ている 4 つの要素を含む定義を確認した．さ
らにその新潟宣言に基づいて，2010 年 11 月の
APEC 横浜首脳会議 で は，食料安全保障行動
計画の実施について，高級実務者が監視する
とともに，その進捗状況を毎年報告すべきと
した7）．翌 2011 年には，APEC 内の協議フォー
ラムとして「食料安全保障政策パートナーシッ
プ」が設置され，2020 年までに持続的な食料
安全保障の付与に十分なシステムを構築すると
いう長期目標が立てられることになる．
　はたして，アジア太平洋での食料安全保障と
それをめぐる地域としての動きはどのような展
開を見せてきているのか．本稿ではアジア太平
洋地域での食料安全保障レジームの構造とその

（298）

　　　　　　　　　
5）日本における食品安全行政の構築に関して

は橋本行革以来の課題であった．その過程につい
て詳しくは， （衆議院調査局農林水産調査室，2009） 
を参照．

6）ここでいう東アジアとは，北東アジアから
ASEAN に加盟している東南アジア諸国を含む．

　　　　　　　　　
7）APEC Leaders’ Growth Strategy, November 

2010，http://www.mofa.go.jp/policy/economy/
apec/2010/docs/aelmdeclaration2010_e04.pdf 

（2013 年 8 月 13 日確認）
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変化について検討する．

１　食料の需要，供給，取引

　アジア太平洋地域の食料安全保障レジームを
見る前に，まずはアジアにおける食料の需要と
供給について概観してみよう．アジアにおける
農産物の貿易収支を見ると，輸入依存の傾向が
見られる．品種改良などにより全体としての生
産量は上がってきたものの，人口増加や 1 人あ
たりの消費量の増加，消費者のニーズの高度化
などによって国内需要に供給がついていかず，
アジアの外からの輸入にかなりの部分を頼るよ
うになってきた．中間層の拡大にともなって，
農産物輸入の多様化が進んできたこともあり，
アジア諸国の多くは農産物の貿易について質，
量ともに拡大する傾向にある．そして食料全般
という点からすれば，輸入依存の色合いが強い
農産物貿易に加えて，加工食品の貿易構造にも
注目されなければならない8）．
　1985 年のプラザ合意とそれに伴う急激な円
高によって，日本の製造業および輸出産業は窮
地に陥った．輸出産業の中でもとりわけ製造業
は生産コストを低下させる形で乗り越えよう
と，生産拠点を海外に移転させる選択をした企
業が多く見られた．安くて豊富な労働力と原材
料を求めて日本の外に出て行く動きは食品メー
カーも同様であり，直接投資の形で海外に新た
な生産拠点を形成しはじめたことによって，食
品加工の国際化は目に見えて進行するように
なった．プラザ合意後の日本は，国内食料需要
の伸びや食生活の多様化も相まって，果実，肉
類，牛乳・乳製品，野菜といった品目を中心に
農産物の輸入率が上昇し，海外の日系食品加工
工場から日本へ食品が逆輸入される構造が構築

されてきたのである （農林水産省， 2006）．現
在では，日本の飲食料最終消費支出額 80 兆円
のうち，国内の農業，漁業生産は 13 兆円であ
るのに対し，加工食品等の売り上げが 45.3 兆
円，外食産業が 23.7 兆円にのぼり，海外での
食品加工にかなりの部分を頼っている（毛利， 
44─45: 2006）．
　日本の加工食品企業の海外展開にともなっ
て，原材料の調達から生産加工，流通，販売に
いたる食料のサプライ・チェーンも急速に構築
され，近年，それは複雑化している．加工食品は，
かつて海外生産拠点から日本への逆輸入が専ら
だった．しかし近年，少子高齢化の進む日本
市場に対し，アジアには人口増加や中間層の拡
大が目立つ国々が現れ，例えば日系企業が中国
で生産した加工食品が，現地市場である中国国
内で消費されたりインドネシアやマレーシアな
ど第三国へ輸出されたりすることも増えてきた

（名取，2012）．さらに，食品加工業界において
も他の製造業と同様，原材料の調達，下処理，
半製品への加工，最終生産物への加工などの工
程が分化され，生産コストをベースに国際分業
を進める企業も見られる．アジアの加工食品産
業において，1985 年のプラザ合意を契機に日
本への逆輸入を目的に開始された日本企業の海
外展開は，次第に日本以外の市場への拡散と国
際分業の構造へと変化してきた．特に 2000 年
以降，その勢いは顕著である．アジア新興国の
中間層は 2000 年に 2 億 4000 万人であったのが
2010 年にはその 6 倍以上の 14 億 6000 万人と
なり，2020 年には 23 億 1000 万人に拡大する
と見込まれ，それがアジアの食品市場にも影響
を与えている（通商産業省，2011）．アジアでは，
1990 年代後半のアジア通貨危機による一時的
な経済停滞と国内の構造改革を経て，再び中長
期的な経済成長を実現する中で一定の購買力を
備えた所得層が拡大し，消費市場の中核になっ
てきている．まさに生産年齢人口の相対的拡大
が顕著になる 2000 年頃を境に，アジアの消費
構造の転換が生じ，また食料の供給構造の流れ

（299）

　　　　　　　　　
8）日本は戦後，経済成長に伴って合弁会社や円

ベースの企業に広く外資が入るようになり，それ
が加工食品部門の拡大を促進させてきたが，1969
年の第二次資本自由化措置の実施により外資系企
業活動が活発化して，加工食品の供給拡大が進ん
だ（伝田，1970）．
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も変化するというターニング・ポイントを迎え
た．
　ここでアジアの食料需給構造を見るための目
安となる類型化を試みれば，主に農産物や水産
物（一次産品）をそのまま商品として取引する
形から，一次産品よりは加工食品に重点を置く
形へ移行してきていると見ることができる．も
ちろん，既述のとおり第二次世界大戦後，アメ
リカの食品加工業や外食産業が日本を中心にア
ジアに入り込んできたために，20 世紀後半か
ら加工食品の受給量は拡大しつつあった．しか
し，購買層という点からはその傾向は限定的と
言わざるをえず，アジア全体の購買層の転換に
着目する限り，食料取引の中心が一次産品では
なく加工食品へと変化するのは 2000 年前後な
のである．また農業自体，生産部門が専らで地
元への供給に特化していたかつての形から，農
業資材供給，農業生産，農産物加工流通を１つ
の産業部門とするアグリビジネスの動きに沿う
ような形へ展開してきており，農場経営の近代
化も進んできた近年の現象は指摘されねばなら
ない．これは水産部門も同様である9）．アジア
太平洋地域でも 21 世紀に入って農水産業関連
部門の商業化は拡大している．消費者に対する
市場の扱いについて言えば，消費者はかつて，
きわめて受け身的な存在として想定されてい
た．しかし，東南アジア諸国や中国で増加を見
せる生産年齢層が積極的な消費者として市場に

登場し，この 10 年，下層レベルの人々とは一
線を画す，購買力のある層が一段と伸びを見せ
て，ほしいものを積極的に求めるなど消費の多
様化も進んでいる．これらの変化についてあえ
て単純化を行えば，20 世紀は一次産品として
の農水産物が主に取引きされ，その対象である
消費者は受動的なものと想定されていたのに対
し，21 世紀にはグローバル・サプライ・チェー
ンの中での農産物の加工・取引が盛んになり，
選好ある消費者の像も強まってきたという特徴
を指摘できる．アジアの食料需給環境は，「20
世紀型」から「21 世紀型」へ変化してきたと
言えよう（表１）．

2　食料レジーム

　アジア太平洋地域の食料需給環境が「20 世
紀型」から「21 世紀型」へと変化してきてい
ることは，すぐれて食料に関する国際的な協力
の枠組みが以前にも増して重要になってきてい
ることを示唆する．すでに世界レベルで国連，
世界銀行，FAO など様々な国際機関が食料の
安定供給に着手し，WTO やコーデックス委員
会といった場が食の安全の問題に切り込んでい
る．現代の食料をめぐる課題へはこれらのレ
ジームで対処されてきているはずではあるが，
それにもかかわらず，なぜ地域レベルでの枠組
みが求められるのか．アジア太平洋の地域とし
ての合意が形成される意味は何か．

⑴ 相互主義による関係
　J. グリーコは，国家間協力によってともに利
得を得られるとしても，国家は絶対的利得で
はなく相対的利得を見て判断するので，必ず
しも国際協調が成り立つとは限らないとした 

（300）

表１　アジアの食料需給の類型化
　 20 世紀型食料需給環境 21 世紀型食料需給環境

主たる対象の食品 農産物や水産物 加工食品

食料供給の基盤 農業生産と漁獲部門に終始 農業生産，資材供給，加工流通の総体

消費者 受動的 能動的

　　　　　　　　　
9）ア グ リ ビ ジ ネ ス に つ い て は（大塚，松原

2004）を参照．アジアでのアグリビジネスは，特
に中国で，江沢民時代に積極的に日本，韓国，米
国などからの外資導入政策が推進されて拡大し，
アジア全体に根付いてきたと言えよう（Waldron, 
Brown and Longworth 2006）．
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（Grieco, 1997）．そのような相対的利得問題を
解消するのが，S. クラズナーが「原理，規範，
ルール，意思決定過程のセット」として定義す
る国際レジームである （Krasner, 1983）．もち
ろん，WTO など国際レジームの中で相対的利
得の多寡が生じることは変わらないながらも，
そこには国際レジームで相対的損失が一時期，
あるいは特定の分野で発生することをもって，
参加する国家はそれを即，不利益とは判断しな
いという前提がある．国際レジームはそこにあ
る国家間の行動を一定の枠の中に規定するもの
であり，将来に向かって応酬的な行動の繰り返
しが展開されることを期待する．国際レジーム
は一過性の関係で終わらない「未来の影」を１
つの重要な要素とするゆえ，長い目で見た別の
機会あるいは別の分野で相応の見返りが期待さ
れる相互主義をア・プリオリに備えていると言
える．途上国が与えられた譲許に対し，自国の
発展段階に応じて何らかの形で自由化にコミッ
トする形で対価を払っていくとした GATT で
の合意は，国際レジームの備える相互主義の典
型的な例である．
　それでは APEC という地域レジームの相互
主義をめぐる状況について見てみよう．そもそ
も相互主義とは，二者以上のアクター間で互い
に均衡のとれた待遇が維持されることを意味す
る．R. コヘインは，相互主義には，利益の同
等性と行動の相関性の 2 つの局面があることを
示唆した．利益の同等性においては，相互の利
益が等しいことを厳格には求めないが，各アク
ターの行為に対するある程度の見返りが期待さ
れる．行動の相関性については，協力に対して
は協力，裏切り行為に対しては裏切りで対応す
るという，いわゆるしっぺ返しの原則がそこに
はある （Keohane, 1986）．国際レジームにはこ
れらの 2 点があるからこそ，その具体性をめぐ
る意思決定段階でコンセンサスを難しくする場
面がしばしば見られてきた．特に，APEC の
メンバーは先進経済と途上経済の両方を含み，
また産業構造もメンバーによって違いが大きい

ことから，利益の同等性と行動の相関性の 2 つ
の面で議論の収れんを見てこなかったと言って
よい．
　APEC は誕生当初から，GATT/WTO の成
功へ向けた積み石となるべく，APEC メンバー
以外へも APEC による効用を均霑しうるとい
う，オープン・リージョナリズムを基本理念
としている10）．その理念はまさしく，利益の
同等性と行動の相関性において論争を呼んで
きた．たとえば，1994 年，APEC 首脳会議で，
2010 年もしくは 2020 年までの貿易と投資の自
由化実現というボゴール目標を設定した．ボ
ゴール目標実現に向けた方法について，先進経
済メンバーの多くは途上経済メンバーが「ただ
乗り」することを警戒して，メンバー全てが自
由化達成への貢献を目に見える形で求める一
方，途上経済メンバーは自由化を実現させる
ための技術協力を強調するなど議論が分かれ
た．コスト負担と利益享受において先進経済メ
ンバーと途上経済メンバー間で認識の隔たりは
大きかった．利益の同等性を実現させるものと
は，先進経済メンバーの多くにとっては完全な
市場主義原理に基づくルール化，途上経済メン
バーの多くにとっては市場原理に乗るための機
会の平等と公正さの保障という想定の違いがあ
る．行動の相関性についても後述するとおり，
経済レベルの違いや国内政治体制の違いが国際
レジームに参加するメンバー間で大きければ大
きいほど，レジームが求める共通行動の実現で
参加メンバーから異論が出やすく，APEC は
そのような状況をたびたび経験してきた11）．し
かし，そのように多様性が大きく意見の収斂が
難しい国家や地域が存在するアジア太平洋地域
は，一方で経済的相互依存を強めている．だか

（301）

　　　　　　　　　
10）オープン・リージョナリズムについては， 

（Garnaut, 1996），（椛島，1999）などを参照．
11）たとえば，1990 年代後半に提案され頓挫し

た EVSL（早期自主的分野別自由化）構想が挙げ
られる．
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らこそ，それらの国家，地域が不規則な行動に
出ることを抑制する装置が必要であり，アジア
太平洋地域の独自の特質を踏まえた形で予測可
能性を確保するという意味で地域レジームが求
められることになる．

⑵ 継続的関係
　アジア太平洋地域の食料問題を検討する枠組
みは，当然のことながら APEC の存在なしに
は登場してこなかった．APEC は誕生当初か
らアジア太平洋地域経済の安定と発展を目的と
してきたが，問題領域は経済の自由化にとどま
らず，ビジネスの円滑化や経済技術協力につい
ても力を注いできた12）．複数の課題に関する協
議と協調を各種委員会や作業部会を通して同時
に走らせていくことが，同じメンバー・エコノ
ミーどうしの行動が将来にわたって長期に続い
ていくという，いわゆる「未来の影」の期待を
抱かせることにつながり，APEC の問題領域
はさらに拡大されることになった．APEC の
基本理念 が，貿易投資委員会 や APEC ビ ジ ネ
ス諮問委員会を創出し，それらが食料の安全保
障を議論する場を求め，その結果として 2011
年に「食料安全保障政策パートナーシップ」と
いう協議フォーラムが APEC の中に新たに誕
生したことは，まさにその一例を示している．
　このように，複数の課題に関する協議と協調
がさらなる協調行動の拡大へつながっていくこ
とについては，相互作用が繰り返されるとい
う予想が協力を促進することにつながるとい
う，ゲーム理論の想定に基づいて，次のように
説明することができるだろう．APEC のある
分野での合意に背く行動をあるメンバーがとれ
ば，直接の制裁はなくとも他のメンバーからの

誹りを免れることはできず，背信行動をとった
分野以外の問題領域での協調行動でも，相互期
待に反する行動をとりかねないとして影響を及
ぼしかねない．逆に合意に沿って積極的な行動
をとれば，期待通りに行動したとして他のメン
バーの認識に埋め込まれ，合意に沿った相互行
動のキャッチボールが続けられることになる．
APEC 全体として，新たな問題領域が取り上
げられたり，新たな協議の場を設定したりする
のは，これまでの合意とそれに伴う動きが少な
からず関係していよう．もしかつての合意がご
破算ばかりであれば，APEC として新しい試
みをやろうという意思は出てこないだろう．
　国際的な食料レジームがあるにも関わらず，
APEC で地域レジームとして食料を取り扱っ
ていくことについて，ここでは次の 2 つを指摘
したい．１つは，複数のレジームが存在する中
で，どのレジームを選択するかというフォーラ
ム・ショッピングが行われることに関連してで
ある．フォーラム・ショッピングとは，一定の
分野において，相互に若干のルールが異なる
複数のレジームが存在する中で，国家が自己の
利益にそったレジーム選択をすることである．
SPS 協定，コーデックス委員会などの国際的な
規制枠組みが重層的に積み重ねられる中で，特
に大国が自国にとって国際交渉上，有用，有効
な規範を含んだレジームを選択することについ
ては，V. アガワルや D. ドレズナーらが説明し
てきたとおりである （Aggarwal, 2005）13）．彼
らの議論によれば，大国は自国の利益の最大化
を考え，自国にとって最も有利なフォーラム＝
レジームを選択する．但し，このようなフォー
ラム・ショッピングが実現できる環境として，
市場全体のパイが維持あるいは拡大される前提
がある．食料に関して今日懸念されている大き

（302）

　　　　　　　　　
12）いわゆる APEC の三大柱と呼ばれるもので

あり，それら複数の問題領域を併存させてきたか
らこそ，一般に自由貿易協定（FTA）や関税同盟
と称される経済統合とは一線を画する枠組みとし
て評価されてきた．

　　　　　　　　　
13）ドレズナーは，一定の問題領域の中で形成

されるレジームが多くなってくると，大国を中心
にパワー・ポリティックスの世界が展開されるこ
とになると指摘する （Drezner, 2007）．
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な問題の１つは，食料の不足という，分配の前
提となるパイ全体の縮小に他ならない．パイが
縮小される状況ではレジーム自体がうまく動か
ない場合も考えられ，フォーラム・ショッピ
ングのできる環境自体が脅かされてくる．食
料の自給と流通に関する問題であれ，食品の
安全性に関する問題であれ，全体のパイの縮小
を防ぐためには途上国を組み入れていくことが
必要で，途上国の関わりなしに問題解決の方向
へ持って行くことは難しい．途上経済メンバー
からも，SPS 協定の実施に必要な検査機器のよ
うな基礎的インフラの整備についての要望が高
く，ここに地域レジームの 1 つの意味がある14）．
　もう 1 つは，食料安全保障の強化が入れ子状
で行われることである．2012 年 6 月，ロシア
のカザンで行われた第 2 回 APEC 食料安全保
障担当大臣会合で出されたカザン宣言では，農
業生産の増大と生産性の向上，貿易円滑化と
食品市場の発展，食品の安全性と品質の向上，
社会的弱者の食料アクセスの改善，持続的な
生態系に基づいた管理の確保と違法・無報告・
無規制漁業および関連する貿易の阻止という，
5 つの課題に焦点を当てることが必要である
とした15）．これらの課題については，すでに
WTO，FAO，WFP（国連世界食糧計画）等
で取り組まれており，一見すると，APEC と
いう地域レジームでわざわざ取り上げる意義
は薄い．しかしながら，これらの国際レジー
ムと APEC での食料レジームとが重層的に存
在することと，APEC という枠組みの中で食
料安全保障担当大臣会合が設けられて APEC

の中にも二重の入れ子構造ができあがってい
ることに留意せねばならない．すなわち，二
重 の 入 れ 子構造 に よって APEC メ ン バーが
国際レベルと地域レベルの両方でレジームと
いう協力関係から離脱しにくい状況が作り出
されてきている．そこには，将来に向かって
繰り返しのゲームを生み出し続ける環境を重
層的に作ることで，レジームから離脱するコ
ストを高めるという仕掛けがある （Keohane, 
1984, pp. 97, 245）．

3　食料供給の問題

⑴ APECでの取り組み
　1996 年の世界食料サミットで食料供給に関
する戦略的フレームワークの合意がされたにも
関わらず，APEC では，同サミットに触発され
て食料に関する議論が開始されることはなかっ
た．アジア太平洋地域での食料問題は，1997 年
にアジア金融危機が勃発した後，98 年に各国・
地域の経済界代表からなる APEC ビジネス諮問
委員会が，食料に関する戦略的フレームワーク
の必要性から APEC 食料システムを立ち上げて
包括的な取り組みをすべきだと提案してようや
く，APEC のテーブルに上げられた．
　1999 年，ニュージーランドのオークランド
で 開 か れ た APEC 経済閣僚会議 で，「域内 の
人々の食料ニーズに応えるため，食料生産，食
料加工及び消費を効率的に結び付ける強固な域
内食料システムを構築することは，APEC 域
内において持続可能な成長，均衡ある開発及び
安定を達成するために不可欠である」ことが認
識された16）．つづく APEC 非公式首脳会議に
おいても，「APEC ビジネス諮問委員会によっ
て提案された APEC 食料システムに関する閣
僚の報告を歓迎し，農村地域のインフラストラ
クチャー開発，食料生産及び加工における技術

（303）

　　　　　　　　　
14）2000 年にブルネイで行われた APEC 閣僚会

議で途上エコノミーの WTO 協定履行の能力構築
に向けて，「戦略的 APEC 計画」を承認した．2001
年に日本は，JICA および経済産業省，日本工業標
準調査会の協力により WTO 協定履行能力構築に
向けたニーズの調査を途上エコノミーで開始し，具
体的な協力事項とプロジェクト総額を確定させた．

15）http://www.apec.org/Meeting-Papers/
Ministerial-Statements/Food-Security/2012_food.
aspx （2013 年 8 月 12 日確認）

　　　　　　　　　
16）http://www.apec.org/Meeting-Papers/

Ministerial-Statements/Annual/1999/1999_amm.
aspx （2013 年 5 月 10 日確認）
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進歩の普及，食品貿易の促進に関する」3 つの
勧告が承認された17）．これらはまさに，前述し
た 1996 年の世界食料サミットでの宣言や，ア
ジア経済危機を受けた農業食品部門の安定化
対策の要求が生み出したものであった18）．以
後，APEC では食料生産の効率化と食料関連
貿易の改善に向けて議論を断続的に積み重ね
てきている．2000 年 11 月，ブルネイで行われ
た APEC 経済閣僚会議と首脳会議においては，
農村のインフラ開発，食品の生産・加工におけ
る技術進歩の普及，食品貿易の推進という，3
つの協力分野に同時並行して対処していくこと
が再確認された．さらに，APEC 食料システ
ムの提言の実施に優先度を与えるよう，また
APEC 食料システムの提言の実施状況につい
て年一回報告書を提出するよう促して 2001 年
の APEC 会議ではさらに勢いを高めていくこ
ととした 19）．
　ここで 1 点，確認する必要がある．アジアで

の「20 世紀型」食料需給環境に沿うような地
域食料レジームは，20 世紀の終わりになって
ようやく現れた．既に述べたように 20 世紀半
ばから世界的な食料危機とそれへの対応が必要
な世界になっていたわけだが，アジア太平洋地
域には 20 世紀末になって食料の安定供給を重
要課題とする地域食料レジームが現れ，国際的
に見て遅いスタートだった．しかし，それは単
なる農作物の量的確保に終わることなく，すぐ
さまアグリビジネスの世界的進展に沿う形で，
加工食品を含めた供給の安定化を目指すことに
なった．アジア太平洋地域の食料レジームは「20
世紀型」の食料需給環境だけでなく，「21 世紀
型」環境への対応を含んで出発したのである．

⑵ 食料供給の安定化と相互主義
　FAO が指摘しているように人口が増加する
のにともなって，アジア太平洋地域でも 2050
年までに 2010 年比で，コメが 11%，トウモロ
コシが 79%，小麦が 47% と，生産拡大が必要
とされている20）．人口増加に伴う将来的な食料
不足は 2000 年代後半からバイオエタノール生
産に伴う問題，すなわち燃料用作物と食料用作
物との競合問題とがあいまって各方面での関心
を呼び，APEC でも 2006 年 11 月に合意され
た食料安全協力フォーラムが立ち上げられるま
でになった．そして，同フォーラムで議論が積
み上げられた結果として開催された 2010 年の
第 1 回 APEC 食料安全保障担当大臣会合では，
将来に向けた食料安定供給量の拡大や農産物の
生産性の向上と貿易円滑化等が合意されたので
あった．しかし，その食料安全保障担当大臣会
合日程中に日本政府が行ったスピーチで，日本
が「責任ある農業投資イニシアティブ」を引き

（304）

　　　　　　　　　
17）http://www.apec.org/Meeting-Papers/

Leaders-Declarations/1999/1999_aelm.aspx　
（2013 年 5 月 10 日確認）

APEC ビジネス諮問委員会は持続可能な開発に
関する作業部会を置いた．その目的は，①食料関
連技術の普及促進，食料関連貿易のインフラ開発，
食料関連の域内貿易の促進，②エネルギー効率化，
環境物品サービス関連の取引促進，③技術移転の
助長，技術開発に関する投資競争への対応，の 3
つであった．

18）食料が安定的に供給，消費できないのは途
上国に限らず先進国での問題でもあった．たとえ
ば，ニュージーランド国内の統計によれば，1990
年代末までに食品企業の製造工程で発生する規格
外品や市民からの寄贈によるフードバンクのサー
ビスを受けたことのある世帯は，国内全世帯の
約 10% にまで上昇したという．Kate McPherson, 
“Food Insecurity and the Food Bank Industry: 
Political, Individual and Environmental Factors 
Contributing to Food Bank Use in Christchurch”, 
2006. http://www.geohealth.canterbury.ac.nz/
research/food.shtml （2013 年 5 月 10 日確認）

19）http://www.apec.org/Meeting-Papers/
Ministerial-Statements/Annual/2000/2000_amm.
aspx （2013 年 8 月 12 日確認）

　　　　　　　　　
20）第 1 回 APEC 食料安全保障担当大臣会合 で

の小沼廣幸 FAO アジア太平洋地域代表兼事務所長
のスピーチによる．http://www.fao.org/asiapacific/
rap/home/about-assistant-director-gen/speeches/
detail/en/?speech_id=227 （2013 年 5 月 31 日確認）
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続き推進していくことに言及すると，途上経済
メンバーからは意見が出された．日本政府の言
う「責任ある農業投資イニシアティブ」とは，
インフラを含む農業開発支援の着実な実行，バ
リューチェーンを通じた幅広いサポート21），民
間の農業投資に対し利害関係者の利益を最大化
するような行動原則の策定を盛り込んだ政策方
針などを意味した．多くの参加者からは，農業
投資の促進が域内の課題となっている状況の中
で，土地問題や公害等の負の影響を最小化する

「責任ある農業投資」が重要になってきている
点について支持されたが，途上経済メンバーの
中からは，農業投資は依然として不足している
ため，先進経済メンバーがいっそう協力する必
要があるという主張がされた22）．日本は，農業
投資を展開するためには機能する投資市場と法
制度を整える必要があるとし，投資受け入れ側
の政府にその役割を果たすよう求めてきたもの
の，受け入れ側の同意はなかなか得られなかっ
た．農業投資の受け入れ側の多くは途上経済メ
ンバーであり，先進国と同じ土俵で競争するこ
との困難さから，義務の免除と国内関連業界の
保護が途上経済メンバーから主張された．利益
の同等性への APEC メンバー間の認識の違い
がここには明らかに見られる．
　一方，行動の相関性についても APEC の中で
様々な相克を見てきた．たとえば APEC では，
各種会議で合意された事項は，各メンバーの自
主性に基づいて実施されることになっている．
各メンバーの自主性に任せる方法をとることに
よって，先進経済も途上経済もそれぞれに持つ

主権を尊重しながら各自のペースで履行できる．
他方，自主性に基づく実施となると，履行の領
域，方法，時期等についてメンバー間で相違が
大きく，実行とアウトカム（成果）の状況につ
いて不透明な部分が残りやすい．自主性による
実施をよく思わないアメリカやオーストラリア
は，合意事項に拘束力を持たせるべく，数値目
標などの設定を提案して，行動の相関性を確保
しようとする．しかしながら，アジア諸国はそ
のような形には拒否感が強く，むしろ行動の相
関性についてベスト・プラクティスを持ち寄る
方法などで実現することに積極的である．何を
持って行動の相関性とするのかで，いまだ認識
の収斂にはほど遠い．この点は，食料の安定的
確保に絡んでも，見ることができる．APEC で
食料安全保障に特化した大臣会合が立ち上げら
れたにも関わらず，市場の歪みに地域として対
処しようとする姿勢が控えられているのは行動
の相関性の認識の違いとして注目すべきであろ
う．これまでに，APEC 域内での食料安全保障
の達成は，食料市場の構築や農業貿易と不可分
で，WTO の枠組みの下で多角的な自由貿易の
実現が肝要だという合意はされてきた．2012 年
6 月にロシアのカザンで行われた APEC 食料安
全保障担当大臣会議で出された「カザン宣言」
によれば，食料輸出にかかる禁輸その他の制限
措置が食料価格の乱高下を生じうることを認識
し，保護主義を拒否するとしている．農産品な
らびに食品の輸出入には，すぐれてダンピング
やセーフガードに関わる問題が絡んできたこと
が経験的に知られているし，出席した関係閣僚
や高級実務担当者たちもそれを認識していたこ
とがそこには示唆されている．それにもかかわ
らず，ダンピングやセーフガードへ直接対処す
る議論は棚上げされ，食料市場のモニタリング
や生産量，消費，備蓄などに関するデータの共
有などでの合意がなされた．自由市場の正当性
について認識を共有しているものの，国内生産
者に重大な影響を与えるかもしれない状況に際

（305）

　　　　　　　　　
21）バリューチェーンは価値連鎖とも称され，

購買，製造，販売など企業の基本活動を情報シス
テムで相互に連結し，価値を最適化させる方法と
して説明される．事業を顧客にとっての価値を創
造する活動という切り口から分解し，競争優位の
ための戦略を導き出す．

22）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/food_
security/gaiyo_fs_1010.html （2013 年 5 月 31 日確認）
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し，いかに国際的な行動の相関性を確保するか
について踏み込めない現実がそこにはある23）．

4　安全に関わる問題

⑴ 安全と安心のイニシアティブ
　ここまで見たように，1990 年代末からアジ
ア太平洋地域の食料関連の問題については政府
トップレベルで認識の共有がされてきていた
が，2000 年代に入って食料問題へ地域枠組みか
らの取り組みとして安全・安心の確保が明示的
に求められるようになる．2005 年 9 月，韓国・
慶州で APEC 食品安全協力セミナーが行われ，
APEC 貿易投資委員会テロ対策作業部会の下に
食品安全協力に関するアドホック運営グループ
が設置された．2006 年 11 月の APEC 年次定例
会議において，各首脳と経済閣僚は「APEC 地
域の食料供給へのテロ攻撃の脅威を軽減する
イニシアティブ」を歓迎し，同イニシアティ
ブに基づく戦略として，グッド・プラクティ
ス（優れた取り組みの展開と情報提供）を奨励
した （Guenther, McCormick, & Bryant, 2012, p. 
116）．2007 年 9 月の APEC シドニー会議で首
脳らは「APEC の食品防衛自主的原則」を国際
的なテロ対策に貢献するものとして歓迎した．
　2000 年代に入って食料問題へのアプローチ
に変化が生まれた背景は 3 つある．1 つは，不
慮の死を伴うような切迫した危険を身近に感じ
る事件がたびたび生じたことがある．2001 年
に，アメリカで同時多発テロと炭疽菌によるバ
イオ・テロがおこったことはその典型的な例で
あろう．一連の事件は世界中を震撼させたのと
同時に，誰もが時間と場所を問わず命の危険に
さらされていることを示唆した．また，中国製
の玩具や食品に有毒物質が含まれていたことに
よる事件も危機感に拍車を掛けることになっ

た．WHO が 2002 年 5 月に開催した第 55 回世
界保健会議で懸念が示されたように，生物学的
または化学的有害物質や放射線物質が，意図的
にそして悪意のある使用によって多数の人的被
害を与えるかもしれないこと，あるいはそれら
の物質が空気，水，食料を通して，人々に健康
被害を与えたり死者を出したりする危険性があ
ることについて官民を問わず認識されるように
なってきたのである（WHO, 2008）．
　2 つめには，感染症の問題がある．2002 年末
に中国で発生し，アジア各地に拡大した SARS

（重症急性呼吸器症候群），2004 年以降，1 年
に 10 人以上の死亡者が出るようになった鳥イ
ンフルエンザ，2009 年に発生した新型インフ
ルエンザ（H1N1）はその代表例である．ま
た，狂牛病について，イギリスでは多数の発生
が 1980 年代終わりから報告されていたものの，
世界の多くの国々で問題となり始めたのは 21
世紀に入ってのことだった24）．インフルエンザ
については国境を越えて移動する鳥類や人が，
狂牛病については感染牛の肉骨粉の飼料利用が
原因として指摘され，グローバルな状況の中で
それらの原因を完全に遮断することはもはや難
しいのは明らかとなっていた．
　3 つめに，遺伝子組み換え食品問題の顕在化
がある．遺伝子組み換え食品は，すでに 1990
年代半ばから商業ベースで開発，生産されて
いたが，2000 年代以降，食品の安全性と規制
の適切さをめぐって議論を呼ぶ出来事が続け
て発生するようになる．2000 年，アメリカで，
家畜の飼料用に限定して栽培されていた遺伝
子組み換えトウモロコシが食品用のタコスに
混入しているなどの問題が発生し，アメリカ
国内外で遺伝子組み換えへの関心が急激に高
まった（農業環境技術研究所，2007）25）．ま た

　　　　　　　　　
24）世界動物保健機構のサイトを参照　http://

www.oie.int/index.php?id=504　http://www.oie.
int/?id=505 （2013 年 5 月 17 日確認）

25）http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/088/
mgzn08806.html （2013 年 5 月 21 日確認）
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23）‘2012 APEC Ministerial Meeting on Food 

Security: Kazan Declaration on APEC Food 
Security’ http://www.apec.org/Meeting-Papers/
Ministerial-Statements/Food-Security/2012_food.
aspx （2013 年 8 月 12 日確認）
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途上国貧困層のビタミン A 欠乏症を解消する
ために遺伝子組み換えが行われたイネ（ゴール
デンライス）について，2005 年には穀粒での
ベータカロチンの発現量を最大化させることに
成功する一方で，その安全性と機能性について
世界各地で様々な議論を呼ぶことになった （農
業環境技術研究所，2008）26）．
　アジア太平洋レベルの政府間協力の展開に
ついて言えば，2001 年 10 月に上海で行われた
APEC 経済閣僚会議と首脳会議では，テロに
立ち向かう姿勢が明らかにされ，また，2003
年 5 月に行われた APEC 高級実務者会合では，
具体的な施策を伴った「SARS に関する APEC
行動計画」を採択するにいたった27）．鳥インフ
ルエンザについては，2005 年 10 月末に豪州ブ
リズベーンで APEC 鳥インフルエンザ対策会
議を開催し，21 の APEC メンバーに加え，カ
ンボジア，ミャンマー，ラオス，WHO 事務局
もオブザーバーとして参加した．その結果を受
けて，11 月，韓国・釜山で行われた APEC 経
済閣僚会議では，テロと鳥インフルエンザに対
処する誓約が盛り込まれた28）．これら国境を越
える感染症への対処については，ASEAN で

も同様で，2004 年以降断続的に動物検疫およ
び公衆衛生について関係閣僚が集まり，対応
を協議してきている29）．

⑵ 安全性をめぐる相互主義
　このように，毒性を伴う物質が食品へ混入す
る問題，家畜の感染症，食品アレルギー，食品
を介したテロの可能性などが世間を賑わせ，世
界各地で輸入される生鮮品や加工食品などの安
全性を問う事例が生じるにつれて，安全，安心
に直接関わる身近な問題に市民は直面すること
になった．結果，安全性が懸念される食品につ
いて輸入制限や輸入禁止を実施する国がしばし
ば現れ，自由貿易を求める WTO の原則に逸
れるケースさえ生じる事態に陥る．既に述べた
ように，アジア太平洋地域では食品の加工にお
いて国際分業が進展してきており，食料輸入者
と食料輸出者が混在する．また輸入制限や輸入
禁止措置をめぐってしばしば外交問題に発展す
るケースも見られてきた．食料を輸入するにあ
たっては，WTO 基本原則と，健康被害の可能
性のある食品を避けたいという主張と，一次産
品ならびに加工品の輸出に生活がかかっている
という主張が三つどもえとなって衝突が生じて
きており，喫緊の課題になってきている．
　こ れ に 対 し て APEC で は，2007 年 4 月，
APEC 標準統一化委員会 の 下 に APEC 食品安
全協力フォーラムが設立された．APEC 食品
安全協力 フォーラ ム と は，WTO の SPS 協定
や TBT 協定（貿易の技術的障害に関する協定）
と合致するような食品安全システムを構築しよ
うとする合議体である．このフォーラムは，政
府の食品規制機関，産業界，学界，国際機関の
代表が集い，オーストラリアと中国が共同議長
となって，APEC メンバーが，国際規格に沿っ

　　　　　　　　　
26）http://www.niaes.affrc.go.jp/magazine/098/

mgzn09809.html （2013 年 5 月 21 日確認）
27）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/

sars_kodo_g.html （2013 年 5 月 16 日確認）
28）こ の 動 き に は オース ト ラ リ ア の 大 き な

働きかけがあったと見られる．オーストラリア
は，APEC での鳥インフルエンザならびにパン
デミック（感染爆発）への対策として，二国間援
助 で 9000 万ドル，APEC で の 基金 や 能力構築等
への費用として 1000 万ドル，合計 1 億ドルの提
供を APEC の会議で申し出た．さらに南太平洋
フォーラ ム や ASEAN 諸国 へ も 同様 の 支援 を 約
束 し た．他方日本 は，2005 年以降，ア ジ ア 開発
銀行と足並みをそろえる形で資金を提供してきて
い る．http://australianpolitics.com/2005/11/19/
australian-aid-for-apec-bird-flu-program.html　

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/
Parliamentary_Departments/Parliamentary_
L ibrary/Pub l i c a t i ons_Arch ive/arch ive/
AvianInfluenzaPandemic（2013 年 5 月 16 日確認）

　　　　　　　　　
29）‘ASEAN Response to Combat Avian Influenza 

by ASEAN Secretariat’, April 2006 http://www.asean.
org/communities/asean-socio-cultural-community/
item/asean-response-to-combat-avian-influenza-by-
asean-secretariat （2013 年 9 月 26 日確認）
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た食品基準の協調を進めるとともに，公衆衛生
を改善し，貿易を促進するために強固な食品
安全システムを確立する必要があるという合
意のもとに開催されてきている．2013 年 4 月
にインドネシアのスラバヤで開かれた第 4 回
APEC 食品安全協力 フォーラ ム で は，フォー
ラム開催に先立ち，食品安全基準に関しての中
小企業教育，世界銀行 の リ ス ク 評価，食品事
故に関する情報共有ネットワークなどに関する
各種ワークショップが開かれた．特に，途上国
の食品安全訓練プログラムが重要視され，食品
安全規制システム，食品安全上の自己管理，サ
プライ・チェーン管理強化が求められるなど，
APEC 域内でのコンセンサス形成の後押しに
一役買っていると見ることができるかもしれな
い．しかし，そこに協力の安定化につながる政
府間相互主義が確実にあるかと言われると断言
は難しい．
　確かに，食品安全上の管理やシステム構築，
基本インフラ整備が合意され，これらが確立さ
れれば，国境を越えて取引される食品の安全性
が高まることは間違いなく，先進国にとっても
途上国にとっても，食料輸入国にとっても食料
輸出国にとっても，また生産者，加工業者，消
費者にとっても利益になるであろう．しかし，
食品安全上の管理，システム構築，基本インフ
ラ整備，情報共有ネットワークなどを実現する
となると，どうしても初期段階で先進国が集中
的に金銭面と労力面で片務的貢献を果たさねば
ならなくなる．ただ，それらに対する貢献がな
されれば，各利害関係者を含む社会的責任と世
間的評判という点で先進国の相対的負担の大き
さは被害リスクを補って余りあるという計算で
動くためか，先進国がそこで行動の相関性を盾
に片務的貢献を拒むことはほとんど見られない．
仮に先進国の負担の大きさを先進国がそのよう
に全体的には相殺されるものとして理解してい
るとすれば，国家間の行動の相関性は短期的に
は確保できないとしても，中長期的には認めら
れると判断している可能性があり，また，利益

の同等性に関する認識もあるということになる．
　しかし，遺伝子組み換え食品など，いまだ先
進国間ですら論争性のある問題はどうか．遺伝
子組み換え食品の使用については科学的に見て
問題ないという判断から，遺伝子組み換え食品
であることを理由に輸入制限することは不当で
あると主張する国がある．それらの国は科学的
に遺伝子組み換え食品の安全性が立証されてい
るとして例外なき自由化を実施することで利益
の同等性を確保しようとするスタンスをとる．
一方で現在の科学的見地への疑問から，無条件
に遺伝子組み換え食品を輸入，流通させること
は国内の合意を得られないと，全ての品目を自
由化することへ抵抗する国もある．これらの
国々は，遺伝子組み換え食品の輸入に伴う国内
消費者，生産者の不満や，事故が発生した場合
への政府の責任などを計算し，自国のコスト負
担が大きいと見て，国家間での利益の同等性は
得られないと考える．自由貿易の展開の上で，
科学を主張するか科学を留保するか──これは
国際通商上，広く了解されてきた規模をゆるが
す論点の 1 つに他ならないが，科学的見地を留
保する立場をとれば，市場競争という前提条件
自体を問うことになり，国際協調のあり方その
ものが見直される可能性もある．何を利益と見
るかで国家間の齟齬は大きくなろう．
　利益の同等性についてさらに付け加えれば，
農産物や食品の取引の多様化，多角化の中で，
国家政府が考慮しなければならない「利益」と

「不利益」の享受の範囲が広がってきている．
もはや単に先進国と途上国，食品輸出国と輸入
国という括りでとらえることはできず，食料の
安全保障に利害関係を持つアクターは生産者と
消費者という二者として単純化できない．た
とえば，1990 年代から中国にある加工食品会
社は，一般の仲買人を通じて近隣の農村や卸売
市場から原材料を購入していたが，2000 年代
に入り，世界的に中国で生産される食の安全性
が騒がれるようになったために，食品会社は安
全な原材料を安定的に調達すべく，特定の仲買
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人および特定の農家の三者間で契約を交わす方
法をとるようになった．省や県など地方政府に
よっては食の安全性への対応として，農薬規制
などへ乗り出すとともに，供給の安定化と品質
の確保をめざし農業インフラ強化に向けてイニ
シアティブをとるケースも見られるという （高
楊，2010）．少なくとも，ここには食品加工会
社，地方政府，特定された仲買人，特定された
農家のアクターの介在が見られる．また，食の
安全性を高めることを目的として農産物や食品
の生産過程や流通経路の履歴を共有するトレー
サビリティについて，APEC や ASEAN で今
後，共同で取り組んでいく意向が示されている
段階だが，EU のようなシステムへ移行する場
合には，国際分業に関わる生産者，流通業者，
各種検査機関，検疫所にも影響してくることに
なる．関係するアクターの多様化によって国家
政府が地域レジームに参加する際に利益の同等
性を計算する上での根拠，影響は，今日，複雑
化しつつある．

おわりに

　アジア太平洋地域の食料をめぐる状況は変容
してきた．食料需給の環境は，単なる一次産品
の取引だけではなく，加工食品の国際分業とア
グリビジネスの隆盛化の中で，「20 世紀型」か
ら「21 世紀型」に変わってきている．アジア
太平洋地域での食料レジームは，「20 世紀型」
から「21 世紀型」へ移行する時期に創出され
たため，すぐに「21 世紀型」に対応する規範
を搭載することになった．
　グローバル・レベルでの食料レジームがいく
つも構築されてきているにも関わらず，アジア
太平洋地域レベルで食料レジームを生み出した
のには 3 つの意義があった．1 つは，地域市場
のパイ縮小を防ぐこと，2 つめはグローバル・
レベルとリージョナル・レベルで入れ子的にレ
ジームを構築することにより参加国の不規則
行動や離脱を防止すること，3 つめは地域レベ
ルでの相互主義を確実にしてメンバーの行動の

予測可能性を高めることである．3 つめの地域
レベルでの相互主義については，現実問題とし
て，利益の同等性と行動の相関性という点から
多少の国家間での意見の違いが見られる．
　「20 世紀型」環境では一次産品の需給が中心
的関心事項であったから，安定生産と安定供給
が重要課題であり，ときに関税が問題となった
りセーフガード暫定措置が発動されたりするこ
ともあった．そこでの争点には，先進国対途上
国，農業生産者対消費者，といった二項対立が
少なからず絡んでいた．このような「20 世紀型」
環境下での争点は，アジア太平洋の地域食料レ
ジームでも整理，決着が試みられてきたが，レ
ジームに参加するメンバー間で利益の同等性と
行動の相関性での認識の違いは大きく，たとえ
ば貿易の自由化をめぐって意見は分裂してい
る30）．一方，「21 世紀型」環境では需要と供給
の双方で構造が多様化，複雑化してきている．
利害関係 の あ る ア ク ターも，消費者，加工会
社，地方政府，特定の農業生産者，特定の仲買
人とさまざまである．これに対応して地域の食
料レジームでは利益の同等性と行動の相関性の
双方で一定の収斂を見せてきている部分もある
が，関係するアクターが多様になってきている
からこそ，利益の同等性と行動の相関性で国際
的なコンセンサスを得るのに難しい場面も発生
してきている．
　「20 世紀型」環境において，国家ごとに国内
市場や生産現場が抱える事情が違い，それが国
際対立を生み出していた．言わば，国境という
線で空間が明確に断絶されていた．そしてそこ
にいる利害関係者は不特定の一次産品生産者で
あり，不特定の消費者であった．一方，「21 世
紀型」環境においては国際分業があり，国境を
越える安全と安心の問題が重なって，空間が隔
たりなく出てきている．多様な，しかし特定の

　　　　　　　　　
30）TPP は，そもそもそのような APEC での

問題回避の策として登場した．TPP の誕生経緯に
ついては，（椛島，2013）．
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利害関係者がそこには潜在しており，地域の食
料レジームの中で国家間の収斂もさることなが
ら国際対立の要素が山積していることも間違い
ない．アジア太平洋地域の食料レジームは，「20
世紀型」環境の上に「21 世紀型」環境が積み
重ねられる中，利害関係を単純化できない局面
に立たされている．
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